指定病院等における不在者投票の外部立会人に係る事務の流れ

（１）外部立会人の選任手続等について
具体的な外部立会人の選定等及び選任手続としては、次のとおりです。
①　指定病院等の不在者投票管理者（病院長又は介護保険施設等の長）は、希望する日時を市選挙管理委員会に連絡する。

↓
②　市選挙管理委員会は、外部立会人候補者と調整し、当該指定病院等の外部立会人を任命する。
↓
③　市選挙管理委員会は、外部立会人を任命した旨の通知を、指定病院等の不在者投票管理者及び外部立会人本人に送付する。（別紙１参照）
※この際、指定病院等の不在者投票管理者には別紙２、別紙３、別紙４も一緒にお送りします。
↓
④　指定病院等の不在者投票管理者は、外部立会人本人に対し、立会日時等の連絡をする。

立会人選任書及び立会人承諾書は外部立会人本人に送付せず、当日お渡しし記入押印していただく。（別紙２、別紙３参照）

※　立会人選任書及び立会人承諾書は、市選挙管理委員会が指定病院等の不在者投票管理者に、③の通知の際に送付する様式をお使いください。
↓
⑤　外部立会人は、立会日当日、立会人承諾書を受け取り記入押印し、指定病院等において立会いを実施する。（別紙３参照）
（２）外部立会人に係る経費の請求方法について
①　指定病院等の不在者投票管理者及び外部立会人は、立会日当日、不在者投票終了後に、実績報告書を作成する。（別紙４参照）
　　※　「美濃加茂市長選挙及び美濃加茂市議会議員補欠選挙（①）」と「それ以外（②）」の不在者投票者数をそれぞれご記入ください。「不在者投票者総数（①＋②）」の欄には、立会日当日に投票した人数の合計を記入してください。なお、「それ以外（②）」の投票者がいた場合は、「選挙名」及び「人数」を欄外に記入してください。「要した経費の額」については別表を参考にご記入ください。
↓
②　指定病院等の不在者投票管理者は、市選挙管理委員会に対し、１月３０日（金）までに、実績報告書と不在者投票明細を提出する。
↓
③　市選挙管理委員会から外部立会人に対して報酬等を支給する。

　　　　　（各指定施設からは支給しません。）
